
　

１　施策の概要

（１）

２　評価の指標（施策に係る成果指標）

３　施策の点検（施策を進めるうえでの課題）

安全で魅力的なまちづくり

第

部名 消防本部

細節 消防

施　策　評　価　調　書

施策名 消防

（２）
総合計画
の体系

第 6 章

２８年度予算額

事業費（Ａ） 98,473 120,760 128,513

1 節 安全なまちづくり

第 30

293.00 人 291.00 人 291.00

（３）
事業費
など

(単位：千円)

項目＼年度（平成） ２６年度決算額 ２７年度決算見込額

人

所要人件費（Ｂ） 2,328,471 2,430,432 2,377,470

総事業費（Ａ＋Ｂ） 2,426,944 2,551,192 2,505,983

従事職員数

財
源
内
訳

収
　
入

国庫支出金 0 0 0

府 支 出 金 1,527 0 0

そ の 他 11,257 4,118 11,327

市
負
担

地 方 債 0 0 0

そ の 他 0 0 0

一 般 財 源 2,414,160 2,547,074 2,494,656

指標項目 項目＼年度（平成） ２６年度実績 ２７年度実績 ２８年度計画

指標内容

火災件数の低減（目標火災件数以下） 目標値
55.00 55.00 55.00

（単位：件）

実績値
56.00 48.00

目標値の
積算方法

過去１０年における最も少ない火災件数
（平成２１年の５５件）を目標とする。
※達成度は低い程良い

（単位：件）

達成度(%) 101.8 87.3

目標値
5,000.00 5,000.00 5,000.00

（単位：人）

実績値
8,946.00 7,905.00

目標値の
積算方法

市内成人（１６歳～６５歳）人口の２０％
（約５万人）を１０年間の普通救命講習会
等受講者の目標とする。

（単位：人）

達成度(%) 178.9 158.1

指標内容

普通救命講習会等受講者数

南海トラフ地震等大規模災害の発生が予測されるなか、市民が消防に求めるニーズは以前にも増して高い。消防本部
が目標とする災害に強い安心安全のまちづくりを実現させるにあたり、第３次総合計画の趣旨を踏まえ、消防として警
防、予防、救急救助体制といった消防事業の基本となる各種事業を充実し、これまで以上に消防力の向上に努める。ま
た、市民を主体とした各種事業を推進することで、救命率の向上をはじめ、火災件数及び救急件数の低減など大きな効
果が期待できる。今後も消防として取り組むべき課題は多岐にわたるが、昨今の厳しい情勢のなか、より堅実で効率的
な施策の推進が求められていることを十分認識し、推進していかなければならない。



　

４　施策の評価

妥
当
性

有
効
性

効
率
性

公
平
性

持
続
可
能
性

合
計

な
し

大 18 18 18 20 18 92

全
部

大 20 18 20 20 20 98

な
し

大 20 18 20 20 18 96

な
し

大 18 18 14 20 16 86

な
し

大 20 18 18 20 18 94

全
部

大 20 20 20 18 20 98

な
し

大 18 18 14 18 16 84

な
し

大 20 18 18 20 18 94

な
し

大 18 18 14 18 18 86

な
し

大 16 18 16 20 18 88

全
部

大 18 18 16 16 20 88

全
部

大 20 18 18 16 20 92

0

0

今後の
方向性
（実施
計画）

00803 継続

次年度
の
優先
順位

施策を構成する
事務事業名

室課名
事業
番号

市
単
独
事
業
区
分

施
策
へ
の
貢
献
度

各視点からの評価
（20　→　4）
 高　→　低

00801 継続

1 警備活動事業 警防救急室 00797 継続

2 救急活動事業 警防救急室

00806 継続

3 救助活動事業 警防救急室 00808 継続

4 火災原因調査事業 指令情報室

00795 継続

5 防火意識普及啓発事業 総務予防室 00794 継続

6 応急手当普及啓発事業 警防救急室

00802 継続

7 消防団運営事業 総務予防室 00810 継続

8 予防査察・自主防火管理充実事業 総務予防室

00813 継続

9 自主防火組織育成強化事業 総務予防室 00796 継続

10 救急安心センター運営事業 指令情報室

11 自衛消防組織の育成強化事業 警防救急室 01328 継続

12 可搬式小型動力ポンプ整備事業 警防救急室

優先順位をつけるに
あたっての考え方

消防は消防組織法第１条に掲げる消防の任務を遂行する重要性から、各種の事業に対して必ず
しも優先順位をつけられるものではないが、法的根拠、消防分野における国策、現状の社会情
勢、市民ニーズ施政方針及び消防本部政策推進方針等の諸条件を勘案し優先順位をつけること
に主眼をおいた。
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